
第２５号議案 

加東市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

加東市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和４年３月１日提出 

加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

加東市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

加東市国民健康保険条例（平成１８年加東市条例第１２６号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条を次のように改める。 

（被保険者としない者） 

第４条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉施設に入所してい

る児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であっ

て、民法（明治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者のいないものは、被保険者

としない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



加東市国民健康保険条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

  国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６条第１１号及び国民健康保険法施行

規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第１条第５号に基づき、適用除外する被保険者につ

いて条例で定める必要があるため、所要の改正を行うものである。

２ 改正内容

  国民健康保険の被保険者としない者を定めること。（第４条関係）

３ 市民負担への影響

  国民健康保険の適用除外を受けた場合でも、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

により公費で医療扶助を受けることができるため、市民負担への影響はない。

４ 施行期日  公布の日

第２５号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

第４条 削除 

（被保険者としない者） 

第４条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児

童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業

を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法（明

治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者のいないもの

は、被保険者としない。 
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